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「令和８年度(２０２６年度)千葉市食品衛生監視指導計画」（以下「監視指導計画」という。）

は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）及び関係法令に基づき、以下のような食品衛生

上の実情を踏まえ、食品等取扱施設※１に対する立入検査や、食品等の試験検査などの監視  

指導※２を効果的に実施するため策定するものです。 

本市では、この監視指導計画に基づく監視指導の着実な実行と食品等事業者による自主的

な衛生管理や市民への情報提供などの各種事業を推進し、市民の皆様の食の安全・安心の確

保を図ります。 

〇 食を取り巻く環境の変化等に対応

し、食品の安全性確保及び食品等事業

者による衛生管理向上のため、全ての

食品等事業者が導入・実施するＨＡＣ

ＣＰ※３に沿った衛生管理の適切な実

施及び弾力的な運用推進の指導・助言

を行います。 

〇 多くの食品等は、広域的に流通して

おり、食中毒や違反食品等の調査、危

害の未然防止のため、国や他の自治体

と連携協力が不可欠です。特に、複数

の自治体が関係する広域的な事案発

生時は、広域連携協議会※４等を通じ調査、情報の共有等、適切な対応を図ります。 

〇 全国的に発生の多い「アニサキス」「カンピロバクター」「ノロウイルス」食中毒対策と

して、食品等事業者に対し、HACCP に沿った衛生管理の着実な実施を求めるとともに、

予防対策について普及啓発を図り、食中毒発生の未然防止を図ります。 

〇 市内全域で開催される大規模イベント会場において、食品等を取り扱う事業者や主催

者に対し、監視指導を通じて食品の安全確保を図ります。 

〇 食品等事業者が自主回収（リコール）を行う場合、食品衛生法及び食品表示法（平成２

５年法律第７０号）に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されたことか

ら、食品等事業者へ適切な対応について指導を行います。 

〇 食品表示法に基づき、食品関連事業者等への助言指導を実施し、適正な食品表示の徹底

を図ります。 

〇 いわゆる「健康食品」による健康被害等の情報を受けた場合は、関係機関との連携や国

への報告等、適切な対応を図ります。  

                                             

※１ 食品等取扱施設とは、食品等（食品、添加物、器具及び容器包装をいう。）を取り扱う施設を     

いいます。 

※２ 監視指導とは、食品衛生監視員（食品衛生法の規定に基づく資格を有し、市長の任命をうけた職員） 

による飲食店等食品等取扱施設への立入検査などにより、事業者が改善すべき点などを指導することを

いいます。立入検査時には、施設の衛生状況や衛生管理に関する記録の確認などを行います。 

※３ ＨＡＣＣＰとは、「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略で、食品の安全を確保   

するためアメリカで開発された衛生管理手法です。（詳細は１０ページ。） 

※４ 広域連携協議会とは、広域的な食中毒事案（疑いを含む。）発生時において、関係機関が相互に連携

を図りながら、適切な原因調査、情報共有等の対応を行うために国が設置するものです。 

 

 

 

１ 計画の趣旨                           

１ 



 

 

 

令和８年(２０２６年)４月１日から令和９年(２０２７年)３月３１日まで 

 

 

 

市内に所在する食品営業許可を取得している施設及び届出をしている食品等取扱施設を 

対象とします。 

許可施設  約１２，０００件、届出等施設  約４，０００件 

 

 

（１）実施機関 

食品等取扱施設の立入検査や食品等の試験検査を効率的かつ効果的に実施するため、

生活衛生課、保健所食品安全課及び市場・食鳥監視室で業務を分担し、地方衛生研究所

である環境保健研究所で試験検査を実施します。 

 

（２）他の機関との連携・協力 

ア 市役所庁内関係機関との連携・協力 

学校や保育所給食、消費生活、農政など

の関係機関と構成している「食の安全連絡

協議会」を通じて、食の安全確保に関する

相互協力や情報交換を行い、食に関する 

関係部局の連携・協力を図ります。 

また、食中毒調査時には、必要に応じ  

感染症対策担当部門と連携・協力して調査

します。 

イ 都道府県市との連携・協力   

食中毒や違反食品に関する調査が市域を

越える場合には、関連自治体と相互に情報

共有を図り連携・協力して対応します。 

また、食品衛生に関する情報交換等を 

通じて、連携体制の維持向上を図ります。 

ウ 国との連携・協力 

広域的な食中毒事案やいわゆる「健康食品」による健康被害の発生や拡大防止等のた

め、厚生労働省と情報共有を行い、連携・協力して早期発見や効果的な調査の実施を図

ります。   

また、広域流通食品や輸入食品の食品衛生法違反等を発見した場合や、大規模な食中

毒が発生した場合においては、厚生労働省と連携して必要な対策を講じます。 

なお、食品表示法の違反が疑われるものは、消費者庁、農林水産省等と情報共有を 

図り対応します。 

 

 

 

４ 実施体制                           

２ 実施期間                           

２ 

食品等事業者申請・相談窓口 

（保健所） 

 

食品等の検査 

（環境保健研究所） 

３ 対象施設                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
※５ 収去とは、食品等の試験検査に対し、違反食品等を排除するために、食品衛生監視員が食品衛生法  

及び食品表示法に基づき製造施設や販売施設から食品等を採取することをいいます。 

  

 
生活衛生課 ・食品衛生の総括 

・国及び他の自治体との連絡調整、情報交換 

保健所 

 

食品安全課 ・営業許可、届出・食品等取扱施設の監視指導 

・食中毒調査 ・食品等の収去※５、買上 

・食品表示法に基づく指導助言 

 

市場・食鳥監視室 ・地方卸売市場内食品等取扱施設の監視指導 

・食鳥検査 

・食品等の収去、買上 

環境保健研究所（地方衛生研究所） 

 
健康科学課 ・食品等の試験検査 

・食中毒等原因究明のための試験検査 

 

保
健
福
祉
局
医
療
衛
生
部
（
実
施
機
関
） 

国 （厚生労働省、内閣府消費者庁、農林水産省） 

他都道府県市（保健所を設置する地方自治体）

￥） 

市役所庁内関係機関 

３ 

「食の安全連絡協議会」 

・学校や保育所、消費生活、農政などの関係１１課で構成。 

・食の安全性確保等に関する指針に基づき消費者や食品等事業者に対する施策に 

ついて連携。 

感染症対策担当部門 

・腸管出血性大腸菌感染症など食が原因で発生し得る感染症の届出があった場合、 

 連携して合同調査を実施。 

千 葉 市 

広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行う。 

緊急を要する場合には国が広域連携協議会を設置。 



 

食品製造施設  地方卸売市場内施設 

 

食品の取扱いや衛生状況等について、飲食店営業施設や食品製造施設などの食品等取扱 

施設に対し、効率的かつ適切な監視指導を実施します。 

（１）対象となる施設に共通する監視指導項目 

・ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況 

・許可証の掲示や食品衛生責任者等の設置状況 

・施設基準の遵守状況（広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具など） 

・施設内外の衛生管理状況、ねずみ及び昆虫対策 

・施設設備及び機械器具の管理・清掃状況 

・使用水の管理状況 

・廃棄物・排水設備の管理状況 

・食品取扱者の健康管理・衛生管理状況 

・食品の衛生的な取扱状況（相互汚染防止、適当な温度での調理・加工、適切な保管） 

・原材料の使用、保管状況（消費期限内の使用、衛生的な保管など） 

・容器や包装資材の保管状況 

（２）重点的に監視指導を実施する施設及び施設ごとの主な監視指導項目 

   食品の取扱量や健康被害が起こったときの影響の大きさなどを考慮して、重点的に 

監視指導を実施する施設を以下のとおり選定し、監視指導を行います。 

ア 食品製造施設（広域に流通する菓子、牛乳、乳製品、冷凍食品、食肉製品（ハム等）

や弁当の製造工場など） 

・製造工程における微生物や化学物質による汚染防止、異物の混入対策 

・添加物※６の取扱い・保管状況 

・製品の包装・保管・出荷配送状況 

・製品の表示（添加物、アレルゲン※７など） 

・製造工程における生産管理記録などの各種記録 

・運搬時における配送時間や温度の管理状況 

 

 

                              
 

 

                                               
※６ 添加物とは、食品を加工、保存等するため食品に添加、混和、浸潤などの方法によって使用するもの

をいいます。（着色料、保存料、甘味料など） 

※７ アレルゲンとは、食物アレルギー症状をおこす原因となる物質のことをいいます。食品表示法では、

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳及び落花生の８品目を特定原材料とし、表示するよう義務付

けています。 

 

５ 食品等取扱施設の監視指導                       

４ 



 

イ  大規模食品取扱施設（日常的に広く市民が利用するスーパーマーケットや    

ショッピングモール内で食肉、魚介類、そうざいなどを調理、販売する施設など） 

・不衛生、有害又は有毒な食品等の発見・排除 

・販売食品の消費期限等管理状況 

・食品の表示（添加物、アレルゲンなど） 

ウ 地方卸売市場内施設（魚介類、青果物などの生鮮食品などを卸売りする施設） 

・有害、有毒な魚介類又は青果物の発見・排除 

・食品の表示（添加物、アレルゲンなど） 

エ 大規模食鳥処理場（養鶏場で育てられた鶏を食肉に処理・加工する施設） 

・食鳥検査による疾病又は異常のある食鳥の排除 

・ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理に係る外部検証の実施 

オ 集団給食施設（大量に同一メニューを調理する学校給食センター、病院など） 

・大量調理施設衛生管理マニュアルに則した管理状況 

・検食の保存状況 

カ 生食用食肉等を提供する営業施設（生食用の食肉を調理、加工し提供する飲食店、  

食肉販売店など） 

・食肉等（野生鳥獣肉を含む）の取扱い及び提供状況※８ 

・生食用食肉、牛の肝臓（レバー）及び豚肉（内臓肉含む）の規格基準※９の遵守状況 

・焼肉店等における利用者へのトングや箸の使い分けの注意喚起状況 

キ 大規模イベント会場における食品取扱施設 

・食品営業許可（移動営業車、屋台・露店等）の取扱品目の遵守状況 

・食品の衛生的な取扱状況 

ク ふぐ営業認証施設（飲食店でふぐ料理を提供する施設など） 

・有毒部位の除去、廃棄方法など、適切なふぐの調理・提供・販売の状況 

・ふぐ処理有資格者の確認 

   

                                              
※８ 生又は加熱不十分な食肉等を原因とする食中毒を防止するため、十分な加熱等の取扱い及び提供状況 

の確認等を行います。 

※９ 規格基準とは、食品衛生法に基づき厚生労働大臣が定めた「食品、添加物等の規格基準」のことを 

    いいます。製造、加工、調理及び保存に関する基準や成分規格を定めており、これに適合しない食品等 

     は販売等が禁止されます。 

５ 

大規模食鳥処理場 大規模イベント会場 



 
（３）施設への監視頻度 

監視指導の重要性に応じて食品取扱施設を以下のように分類し、立入検査を実施します。 

 

 

 

 

市内に流通する食品等については、微生物（食中毒菌等）、添加物、残留農薬などの試験検

査を実施し、食品衛生法や食品表示法に違反する食品等（以下「違反食品」という。）の排除

に努めるほか、消費者からの通報に基づく不良食品※１１に 

ついても必要な検査を実施します。 

令和８年度(２０２６年度)は、６３４検体の

検査を予定しています。（詳細は８ページ。） 

なお、試験検査を実施する機関においては、

食品衛生法に規定されたＧＬＰ※１２の確実な  

実施により、試験検査の信頼性を確保します。 

 

 
                                              
   ※１０ 監視頻度は、各施設のＨＡＣＣＰ導入状況等についても考慮して設定します。 

   ※１１、※１２の説明は次ページ下部に記載しました。 

 

監 視 頻 度※１０ 対 象 施 設 

原則年１回以上 

・食品製造施設（弁当屋、仕出し屋含む） 

・大規模食品取扱施設 

・集団給食施設（市立小学校を除く）のうち同一メニューを１回

３００食又は１日７５０食以上を提供する施設（学校給食セン

ター、病院など） 

・生食用食肉を提供する営業施設（飲食店、食肉販売店など） 

・ふぐ営業認証施設 

・過去３年間に食中毒を発生させた施設 

・認定小規模食鳥処理場 

２～６年に１回以上 ・集団給食施設（上記施設以外） 

随時 

・消費者、食品等事業者等からの情報関連施設 

・地方卸売市場場内施設 

・大規模食鳥処理場 

・大規模イベント会場における食品取扱施設 

必要に応じて 

・営業許可の更新対象施設 

・届出対象施設 

・地位承継（譲渡）施設 

・上記以外の食品取扱施設 

６ 食品等の試験検査                       

食品等の試験検査 

集団給食施設 立入検査の様子 

 

６ 



 
 

（１）試験検査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（２）食品等試験検査計画 

ア 検査項目 

微生物 
一般細菌数、大腸菌群、食中毒菌等の検査 

（腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ属菌 など） 

動物用医薬品 
合成抗菌剤、抗生物質の検査 

（スルファジミジン、テトラサイクリン など） 

添加物 
着色料、保存料、甘味料等の検査     

（タール系色素、ソルビン酸、サッカリンナトリウム など） 

残留農薬 
残留農薬検査 

（クロルピリホス、フェンバレレート など） 

遺伝子組換え食品※１３ 遺伝子組換え食品の検査 

その他 重金属、アフラトキシン、容器包装規格 など 

 

 

                                           
※１１ 不良食品とは、味がおかしい、異臭がする、舌がしびれるなど消費者が異常を感じた食品のことを  

いいます。（消費者自ら製造等した食品を除く。） 

※１２ ＧＬＰとは、「Good Laboratory Practice」の略で、試験検査の信頼性を確保するための管理手

法のことです。「検査又は試験に関する業務管理」として食品衛生法に根拠が置かれ、具体的には検

査設備の管理、検査マニュアルの作成等が規定されています。 

※１３ 遺伝子組換え食品とは、組換え DNA 技術を用いて生産した食品をいい、遺伝子組換え農産物と、 

これらを原材料とする加工食品には、食品表示法に基づく表示が義務付けられています。 

 

 
消費者 

 

 食品等事業者 

 

 

 

 

 

〇 安全な食品の

提供 

 
保健所 

食品安全課、市場・食鳥監視室 

〇 計画に基づき食品等を収去・買

上 

〇 表示の確認 

〇 結果のフィードバック 

環境保健研究所 

健康科学課 
 

〇 食品衛生法に基づ

く試験検査を実施 

 

保健福祉局医療衛生部 

生活衛生課 
 

〇 食品等の試験検査の信頼

性確保（ＧＬＰ） 

検査の結果違反食品と 

判明した場合 

〇 食品等事業者に対して 

・改善命令 

・違反食品の廃棄・回収 

・営業の禁止・停止 

〇 消費者、関係機関に対して 

・情報提供 

・違反者等の公表 

7 



 

８ 

 

イ 検体内訳 

検査品目 検体数 微生物 
動物用 

医薬品 
添加物 

残留 

農薬 

遺伝子 

組換え 

食品 

その他 

魚介類 43  28 1８        9 

冷凍食品 53  45      8      

魚介類加工品 17 13   17       

食肉・食肉製品・卵 34 29  21  13       

乳類・乳製品 21  17  6  15      16  

アイスクリーム 

・氷菓 
10  10    10      5  

穀類・その加工品 22 12   12 5  5 12 

野菜・果実類 

・その加工品 
119 43   41 63   3  

菓子類 26 20   26       

清涼飲料水 5  5    5      5  

その他の食品 77 69    10       

器具・容器包装 5           6  

食品添加物 2            2  

その他消費者等からの 

通報に基づく食品等 
200  58      136    140  

総   数 634  349  45 149 212  5  198 

 

 

 

 

食中毒の発生を未然に防ぐため、次のとおり対策を講じます。 

なお、食品衛生に係る問題が発生した場合や、それに伴う全国的な調査や監視指導を行う  

必要が生じた場合は、国が示す方針を踏まえ、必要に応じて他の自治体等と連携しながら  

監視指導を行います。 

対策の名称 実施期間 主な内容 

食品衛生夏期対策期間 ６/１～９/３０ 実施要領に基づき、以下の夏期対策を実施 

 

食品、添加物等の 

夏期一斉取締り 
７/１～７/３１ 

○厚生労働省・消費者庁が示す方針に基づき 

監視指導を重点的に実施 

食品衛生月間 ８/１～８/３１ 
○食中毒予防の普及啓発 

○大規模食品取扱施設の監視指導など 

その他の取組み ６/１～９/３０ 
○衛生教育の強化 

○広報活動（市政だより、ホームページ等） 

食中毒注意報、警報の発令 ６/１～９/３０ 
○市民や関係施設に対する注意喚起など 

（千葉県と連携） 

食品、添加物等の 

年末一斉取締り 
１２/１～１２/２８ 

○厚生労働省・消費者庁が示す方針に基づき 

監視指導を重点的に実施 

 

 

７ 食中毒防止対策                         



 
 

 

（１）医療機関からの届出、食品等事業者に義務付けられている健康危害に関する報告や  

消費者からの通報など、食中毒等の発生情報の探知に努めます。 

（２）発生を探知した場合には、立入検査や食品等の検査を行うなど、迅速かつ的確に   

原因究明調査を実施し、必要な措置を講じるとともに、国、千葉県及び関係自治体との情

報の共有を図り、健康危害の拡大及び再発防止に努めます。 

（３）学校、高齢者福祉施設等での感染症集団発生時等に、感染症対策担当部門と連携して施

設の衛生状況確認及び衛生指導を実施します。    

 

 

 

市ホームページや、報道発表、食品衛生責任者実務講習会等を通じ、市民、食品等事業者に

向けて食の安全や食品衛生に関する情報を随時提供し衛生知識の普及啓発を行うほか、食品

に異常を感じた場合は食べないこと、食べて体調に異常を感じた場合は速やかに医療機関を

受診すること、現物を保管し保健所や購入先に相談すること等の普及・啓発を行います。 

また、食品等事業者による食品の自主回収情報については、国の食品衛生申請等システム

を活用し、速やかな情報提供を図ります。  

食品等事業者による自主回収の情報や食品営業施設の監視指導結果などについても情報提

供を行うほか、市民、食品等事業者を対象にした講演会・意見交換会や市政出前講座を通じ

てリスクコミュニケーション※１４を推進します。 

 

   

 

                         

 

 

 

 

 

 

食品衛生責任者実務講習会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
※1４ リスクコミュニケーションとは、消費者、事業者、行政担当者等のリスクに関係する人々の間で情報や  

意見を交換することをいいます。ホームページを通じた情報発信などの一方向的なものも広い意味での  

リスクミュニケーションに関する取組に含まれています。 

 

 

８ 食中毒等健康危害発生時の対応                 

９ 

９ 市民、食品等事業者への情報提供及び意見の交換         

食品の自主回収情報について 

食品等事業者が行う自主回収報告は、厚生労働省ホームページ「食品リコール公

開回収事案検索」から確認できます。 

https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/IO_S020501.do?_Action_=a_backAction 

 
厚生労働省 自主回収報告制度（リコール）に関する情報 検索 

 



 

 

 

食品等事業者に対して、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入、定着が速やかに進み、 

適切に運用が図れるよう引き続き指導を行います。 

（１）食品衛生責任者養成講習会※15、食品衛生責任者実務講習会※16、その他の食品衛生

に関する講習会を通じて、その導入推進を図ります。 

（２）食品取扱施設の立入検査を通じて、HACCP に沿った衛生管理の導入推進を図りま

す。厚生労働省が作成している「HACCP 入門のための手引書」や、公表されている

「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」を参考に、必要な指導を

行い、導入を推進します。 

（３）食品衛生推進員※１７による食品営業施設の巡回指導を通じて、その推進を図ります。 

 

◆ HACCP 

・ＨＡＣＣＰ（ハサップ）とは 

原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに微生物、化学物質、金属の混入などの、 

潜在的な危害要因を分析・特定（危害要因の分析）した上で、危害の発生防止につながる 

特に重要な工程（重要管理点）を継続的に監視・記録する工程管理のシステムのこと。 

・HＡＣＣＰの制度化について 

本規定は令和 3 年６月１日から完全施行され、原則としてすべての食品等事業者に、 

一般衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施が求められます。 

・ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理とは 

事業者の規模や業種等に応じて以下の２種類あり、どちらかを実施します。 

全ての食品等事業者は、施設ごとに原材料や製造方法などに応じた衛生管理の計画を 

作成し、実施状況を記録して衛生管理の｢見える化｣を行います。 

 

ＨＡＣＣＰに沿った 

衛生管理 
内容 対象事業者 

ＨＡＣＣＰに基づく 

衛生管理 

コーデックスの 
ＨＡＣＣＰ７原則

※１８

に基づく衛生管理 

大規模事業者、と畜場、 

食鳥処理場 

ＨＡＣＣＰの考え方を

取り入れた衛生管理 
簡略化されたアプロー

チによる衛生管理 

小規模事業者（従業者５０人

未満）、当該店舗での小売販

売のみ 等 
 

 

※１５ 食品衛生法施行規則別表第１７第１号ロの規定に基づき、食品衛生責任者になるための資格を取得

するために受講する講習会をいいます。 

※１６ 食品衛生法施行規則別表第１７第１号ハの規定に基づき、食品等事業者が食品衛生に関する最新の

知見等を習得するために受講する講習会をいいます。 

※１７ 食品衛生推進員とは、食品衛生法第６７条の規定に基づき、市長の委嘱をうけ、食品衛生の向上に  

関する自主的な活動の推進に協力する方をいいます。 

食品営業施設の自主衛生管理体制への助言や、保健所事業への協力などを行っています。 

※１８ コーデックスのＨＡＣＣＰ７原則とは、「７原則１２手順」(国連の機関であるコーデックス委員会 

によって示されたＨＡＣＣＰ導入のガイドライン)全ての実施が求められます。 

 

１０ 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進           

１０ 



 

１１ 

 

 

    

HACCP の考え方を取り入れた衛生管理について 

小規模事業者の皆様が取り組む必要がある「HACCP の考え方を取り入れた衛

生管理」については、事業者団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書を利用し

て、衛生管理計画書を作成し、簡便な記録を行うことを想定しており、比較的容易

に取り組めるものです。手引書は厚生労働省のホームページからダウンロードでき

ます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（１）食品衛生の監視指導や検査を行う人材の育成 

研修会、講習会等に参加し、職員の資質向上に努めます。 

ア 食品安全行政講習会 

イ 食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会 

ウ 自治体職員向けＨＡＣＣＰ研修会 

エ 食肉及び食鳥肉衛生技術研修 

オ 全国衛生化学技術協議会 

カ 日本食品微生物学会 

キ 日本食品衛生学会 

ク 千葉県公衆衛生学会 

ケ 全国食品衛生監視員研修会 

コ 食品衛生危機管理研修 

サ 生活衛生業務等担当新任職員研修 

 

１１ 食品衛生に携わる人材の養成及び資質の向上          

全国食品衛生監視員研修会 

 

厚生労働省 HACCP の考え方を取り入れた 手引書 検索 

 

file://///ch-p00n-fls01/F17204000_保健福祉局医療衛生部生活衛生課/0300_食品衛生班/00_06年度食品衛生班文書/02_【食】食品衛生指導事業/12%20食品衛生監視指導計画/【9月作業】R7年度監視指導計画の素案/2_レイアウト案/https
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html


 

 

１２ 

（２）調査研究の推進 

食品衛生に関する調査研究を行い、その成果を研修会や学会等の場で発表します。 

  ア 食品中の残留農薬等試験の分析法の検討 

イ 食品中の添加物試験の分析法の検討 

ウ 食品の試験検査から得られる知見、特異事例などに関する調査研究 

エ 魚介類中の環境汚染物質検出状況等の調査 

オ その他監視指導の結果、得られた知見や特異事例などの調査研究 

 

（３）試験精度の向上 

試験法の妥当性評価や外部精度管理調査の受検等により検査の信頼性確保を図りま

す。また、検査に関する内部点検を定期的に実施し、業務管理を適切に行います。 

 

 

 

監視指導の実績等は、ホームページ、講習会、パンフレット配布など、様々な媒体を通じ

市民の皆様に公表します。 

公表内容 

 

 

 

 

 

 

  

・食品衛生監視指導計画及び実施結果 

・食品・添加物等の夏期一斉及び年末一斉取締りの実施結果 

・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反した者（食中毒の発生、違反食品の発見等） 

・食品表示法に基づく表示基準に違反した者 

・食品衛生監視指導計画案の意見募集 

・食品の安全性等に関する情報や食品等事業者による自主回収の情報など 

１２ 監視指導実績等の公表 



 

ノロウイルスの感染を広げないために コラム 

アルコール類の消毒液（濃度６０％以上）は細菌やウイルスを殺菌・消毒する効果

がありますが、ノロウイルスを完全に失活化する方法としては塩素消毒液が有効です。 

厚生労働省リーフレットから一部抜粋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １ｐｐｍ ＝ 0.0001％ 

 

 

１３ 



 

 

 

 

 

無断転載及び複写はご遠慮ください 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

千葉市保健福祉局医療衛生部生活衛生課 

〒260-8722 

千葉市中央区千葉港１番１号 

電話 043-245-5215 ＦＡＸ 043-245-5556 

e-mail seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp 

 

 

検索 千葉市 食品衛生情報 

ワンポイント 

mailto:seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

